
資料№２ 

豊山町都市計画マスタープラン（素案）及び（案）の変更部分対照表 

ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
２８ページ ２８ページ ２．将来市街地の規模（都市計画の目標） ２．将来市街地の規模 将来のフレームの根拠となる、人口、商業、工業の推

計により土地利用の面積を具体的に示していたが、土地
利用の具体的な記述は「４．土地利用の方針」によるこ
とで、位置、区域等が明確になり、十分であると判断で
きたことによる。 

～２９ページ ２）将来市街地フレーム 
将来の市街地フレームのおおむねの規模の想定にあたり、住居系市街地の規
模については、豊山町第４次総合計画に基づき設定した将来人口フレームに
対応した面積を想定します。商業系、工業系市街地の規模の検討については、
商品販売額、製造品出荷額、産業誘導の見通しに対応した面積を想定します。 
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備  考 

住居系 

市街地 

２４３  （３３） １１  ２５４  

既存住居系市街地内の低・未利用地と

国道41号沿道青山地区（10.5ha）の

住居系への変更により人口増へ対応

（新規の市街化区域拡大はなし） 

商業系 

市街地 

２２ （１８） ４  ２６  

旧空港区域の大規模集客施設地区

(10.4ha)の増加分を国道41号沿道青

山地区（10.5ha）の住居系への変更す

ることで当地区を新規に市街化区域

へ編入。また、大規模集客施設の南部

リザーブ用地（4ha）を広域交流拠点

の一層の拡大をめざし基盤整備を行

い市街化区域へ編入することで拡大 

工業系 

市街地 

８４  （２２） ２２  １０６  

旧空港区域B地区及びC地区、神明、高

添地区の約22haにより新規土地需要

に対応 

既に航空宇宙産業の集積地と隣接す

る旧空港区域と神明地区では、一層の

産業集積が見込まれることから、都市

基盤を整備し、計画的に工業系市街地

に誘導 

計(市街化

区域面積）

 

３４９ （７３） ３７  ３８６    

＊ 現況面積は下記の用途地域面積の計である。 

（将来市街地は準住居地域を含む） 

業地域 

（１）住居系市街地の規模の方針

各市街地の

住居系市街地：第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域

商業系市街地：近隣商業地域 

工業系市街地：準工業地域、工

 
 

ームに対して必要とされる新規土地需要約平成３２年に想定される人口フレ
３３haについては、既存の住居系市街地内の低・未利用地が６２haあり、そ
の住居系市街地の市街化促進により収容可能であることから、市街化区域の
拡大は行わないこととします。ただし、商業地の集約化を図るために、国道
４１号沿道青山地区に指定していた近隣商業地域約１０．５haを、自動車関
連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域とし
て、住居系用途に転換することとします。これにより住居系の将来市街地規
模は現況の約２４３haから約２５４haに増加します。 
２）商業系市街地の規模の方針（  
平成３２年に想定される小売商品販売額フレームは、空港の機能転換以前の
フレームとほぼ同じ数値としています。この数値は、現在の商業系市街地の
小売商品販売額と既立地の大規模集客施設の事業計画での小売商品販売額と
を合算し推計したフレームです。すなわち、現状の商業系用途地域及び商業
系市街地の小売販売額を前提として算出したものではありません。 
市街化調整区域に既立地の大規模集客施設からは、町の小売商品販売額の約
半分を算出すると推計していますので、既に大規模集客施設が立地している
旧空港区域の約１０．４haについては、都市基盤も整備されていることから、
商業系用途により市街化区域へ編入します。この商業系市街化区域の拡大に
合わせ、低・未利用地が目立ち、商業系市街地として今後も利用促進があま

２）将来市街地の規模 
計画的なまちづくりを進めるため、将来の住居系、商業系、工業系市街地そ
れぞれのおむねの規模を、第４次総合計画での人口・世帯数、小売商品販売
額、製造品出荷額の目標値に基づき想定します。 
住居系市街地は、平成３２年に想定される人口に対して、一定規模の住宅地
供給が必要となります。しかし、既存の住居系市街地内には低・未利用地が
相当規模残されていることから、その市街化を促進することにより十分収容
可能です。したがって、住居系市街地の規模は基本的に拡大しないこととし
ます。 
商業系市街地は、空港機能転換後の旧空港区域の活性化を抜きにして規模を
想定することはできません。旧名古屋空港が大規模な旅客ターミナルである
と同時に、大規模な商業施設としての機能を有し、町の賑わいの核であった
ことから、旧空港施設を転活用した大規模集客施設を改めて賑わい拠点とし
て創出することにより、空港の機能転換以前と同等の水準に回復することを
目標とします。したがって、平成３２年に想定される商業系市街地の規模は、
基本的には変わらないものとします。 
工業系市街地は、町の活力の維持・増進の源といえます。第４次総合計画で
は、平成３２年には、製造品出荷額は航空宇宙産業を中心に１，２００億円 
へ増加すると想定しています。この製造品出荷額の増加に対応するためには、
工業系市街地の規模の拡大が必要です。新たに必要とされる工業系市街地に
ついては、道路等の都市基盤整備を計画的に行い工業系の土地利用を誘導す
ることとします。 
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
り見込まれない国道４１号沿道青山地区の近隣商業地域約１０．５haを、町
としての商業地の集約化を図るために住居系用途に転換します。 
また、旧空港区域の大規模集客施設を広域交流拠点としての機能を一層充実
するために、南部の市街化調整区域を、今後計画的に基盤整備を行い、商業
系の土地利用を誘導する地域とします。これにより商業系の将来市街地規模
は現況の約２２haから約２６haに増加します。 
３）工業系市街地の規模の方針（  
平成３２年に想定される工業出荷額フレームに対して必要とされる新規土地
需要約２２haが見込まれます。新たに必要とされる２２haについては、旧空
港区域Ｂ地区及びＣ地区、神明、高添地区において道路等の都市基盤整備を
計画的に行い工業系の土地利用を誘導することとします。 
このうち市街化区域への新規編入は、旧空港区域Ｂ地区及びＣ地区、神明地
区の計約２２haとします。これにより工業系の将来市街地規模は現況の約８
４haから約１０６haに増加します。 

３３ページ 

３行目 

３
成の方針

．将来都市構造 
 ５行目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２

２）拠点の配置と形
（１）広域交流拠点 
コミュータ航空・ビジネス機などの小型機を中心とする都市型総合空港であ
る

て

継承し、本町が持つ都市の特色
を

 

２）先端産業振興拠点 

ーン（航空宇宙産業の集積地区）と旧空港区域・青山神

県営名古屋空港を、広域での人・文化の交流の拠点形成を図ります。 
旧空港施設を活用し、空港に隣接する特色を持つ大規模集客施設を核とし
、コンパクトに集約された広域交流拠点を形成し、空港とのつながりを活

かした商業、交流産業の活性化を図ります。 
これにより、「空港」とのつながりと歴史を
明確にするとともに、名古屋空港の機能転換後も地域の活力を牽引し得る

商業機能の維持・増進を図ります。 

 
（
【配置の考え方】 
・ 既存工業集積ゾ
明地区・青山高添地区の市街化調整区域に先端産業振興拠点を形成しま
す。  

３２ページ 

５行目 

３．将来都市構造 
成の方針 ９行目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２

２）拠点の配置と形
（１）広域交流拠点 
コミューター航空・ビジネス機などの小型機を中心とする都市型総合空港で
あ

て

る県営名古屋空港には、広域での人・文化の交流拠点の形成を図ります。 
旧空港施設を活用し、空港に隣接する特色を持つ大規模集客施設を核とし
、コンパクトに集約された広域交流拠点を形成し、空港とのつながりを活

かした商業、交流産業の活性化を図ります。また、南側に位置する市街化調
整区域の農地は、「リザーブ用地」と位置付け、今後、広域交流拠点と連携し
た、地域振興に役立てるための都市的土地利用を図っていくこととします。 
これにより、「空港」とのつながりと歴史を継承し、本町が持つ都市の特色

を

（

ー （航空宇宙産業の集積地区）と旧空港区域・青山神
 

明確にするとともに、名古屋空港の機能転換後も地域の活力を牽引し得る
商業機能の維持・増進を図ります。 
２）先端産業振興拠点 

  【配置の考え方】

ン・ 既存工業集積ゾ
明地区の市街化調整区域に先端産業振興拠点を形成します。

 

 

中道地域を広域交流拠点と連携した土地利用を図る

第２回都市計画審議会での意見を受けて、「青山高添
地

造図（素案３８ページを、
案

 
 
 
 
 
 
 
 
ことを明確にするため、記述を追加した。 
 
 
 

区」の記述を削除した。 
この変更により将来都市構
３７ページ）の高添地区を「先端産業振興拠点」から

「農地」へ変更した。 
 

 ４７ページ 
 

行目

４．土地利用の方針 
土地利用の方針 
 
 
において、新たな工業地を形成します。ここでは、

保

添地区において、幹線道路のアクセ

～４８ページ
 
２  

３）市街化調整区域の
（２）都市的土地利用
① 産業立地誘導地区
神明地区の空港隣接地
全すべき農地との区分を明確にしたうえで、農業環境、住宅地環境との共

存を図りつつ、空港機能と一体的となった航空宇宙関連の先端技術産業の研
究開発、生産施設の立地を誘導します。 
また、（都）豊山西春線南側に位置する高
ス利便性を活かし、工業地を形成します。また、（都）豊山水分橋線と（都）
豊山西春線により町内の各地域と結ばれる立地特性を活かし、今後、必要に

 

４６ページ 
 

行目

．土地利用の方針 
土地利用の方針 
 
 
において、新たな工業地を形成します。ここでは、

保

② 連地区（リザーブ用地）

４
 ～４７ページ

 
３）市街化調整区域の

 （２）都市的土地利用
  １ ① 産業立地誘導地区
 神明地区の空港隣接地
 全すべき農地との区分を明確にしたうえで、農業環境、住宅地環境との共

存を図りつつ、空港機能と一体的となった航空宇宙関連の先端技術産業の研
究開発、生産施設の立地を誘導します。 
～削除～ 

 
 

応じて、公共公益的施設の立地の受け皿としても活用します。

地域振興関  
側の中道地区を地域振興関連地区広域交流拠点地区（大規模集客施設）の南

として配置します。ここでは、大規模集客施設の賑わいを増進させるために、
支援施設やアクセス道路等の基盤整備を一体的に行ない、広域交流機能の一
層の充実を図ります。 
 土地利用検討地区③  
（都）豊山西春線南側に位置する高添地区は、既成市街地に連続し幹線道路
アクセスの利便性が非常に高い地域であることから、今後の住宅地、工業地、
公共公益施設の立地の受け皿として非常に有望な地域といえます。そのため、
将来の土地利用のあり方を検討するとともに当面の無秩序な開発への規制に
向けた方策を検討する地域とします。 

 

「中道地区」を地域振興関連地区として明確にするた
 

「高添地区」を産業立地誘導地区から土地利用検討地
区  

の方針図（素案４９ページ
を

 
め、記述を追加した。
 
 
 

として記述を変更した。
この変更により土地利用
、案４８ページ）の高添地区を「産業立地誘導地区」

から「土地利用検討地区」へ変更した。 

５１ページ ５．都市施設（道路交通体系）の整備方針 
 
線道路・地区幹線道路） 

、「食」

５０ページ ．都市施設（道路交通体系）の整備方針
 
線道路・地区幹線道路） 

  

述が重複しているため削除。 

 ５
６行目  

 
２）骨格的な幹線道路ネットワーク形成方針 ２）骨格的な幹線道路ネットワーク形成方針
（２）都市の骨格を形成する幹線道路（都市幹 （２）都市の骨格を形成する幹線道路（都市幹

  ～削除～ 記・（県）名古屋空港線は、（都）春日井稲沢線と一体的に、広域交流拠点
の流通拠点、地域商業拠点を結ぶとともに、「都市のにぎわい軸」を形成する
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
道路と位置付けます。 

５２ページ ４
針 

５１ページ ４）公共交通の形成方針 
針 表 

）公共交通の形成方針 
 表 幹線道路網の整備方
 
 
 

  表 幹線道路網の整備方
自動車専用道路 A （都）1.3.6名濃道路 26.2m 4 本線は整備済 

ｵﾌﾗﾝﾌ゚は未整備  

 

名濃道路を表に追加した。 
備方針図（素案５３ペー

ジ

 

この変更により幹線道路の整
を、案５２ページ）に名濃道路として自動車専用道路

を追加した。 
７７ページ 
 

行目 

１行目 

２．新栄小学校区 
針 

央線沿道は、低・未利用地に良好な住宅市街地を誘導し、コミ

 
 
４
 
１

３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ①市街化区域
 ・（都）空港中
ュニティ活性化による、にぎわい軸を形成します。
②市街化調整区域 

 
 

線南側地区では、道路交通の利便性を活かした先端技術産 ・（都）豊山西春
業を主体とした工業系土地利用を図るとともに、生活交流軸により町内各地
域と結ばれる立地特性を活かし、公共公益的土地利用も図ります。 

 

７６ページ 
 

行目 

１行目 

２．新栄小学校区 
針 

央線沿道は、低・未利用地に良好な住宅市街地を誘導し、にぎ

 
 
４
 
 
１

３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ①市街化区域
 ・（都）空港中
わいと交流の軸を形成します。
②市街化調整区域 

 
 

南側に位置する高添地区は、既成市街地に連続し幹線道 ・（都）豊山西春線
路アクセスの利便性が非常に高い地域であり、今後の住宅地、工業地、公共
公益施設の立地の受け皿として非常に有望な地域といえます。そのため、将
来の土地利用のあり方を検討するとともに当面の無秩序な開発への規制に向
けた方策を検討する地域とします。 

 

（都）空港中央線沿道の記述を意味が不明確のため
「

区から土地利用検討地
区

図（新栄小学校区）（素案
７

  
 
 
 

コミュニティ活性化による、にぎわい軸」から「にぎ
わいと交流の軸」へ変更した。 
「高添地区」を産業立地誘導地

 として記述を変更した。
この変更により地域別構想
９ページを、案７８ページ）の関係部分を変更した。

８１ページ ３．豊山小学校区 
針 

は、食品卸売市場関連の流通業務施設を中心とした土地利

８０ページ 

３行目 

．豊山小学校区
針 

、食品卸売市場関連の流通業務施設を中心とした土地利

 接する大規模集客施設のにぎわいを増進させるための土地

３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ②市街化調整区域
 ・幸田・大山地区

 用を図ります。
 
 
 

 
 
 
 
 
２

３  
３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ②市街化調整区域
 ・幸田・大山地区は

 用を図ります。
・中道地区は、隣
利用を図ります。 

 

中道地区」を地域振興関連地区として明確にするた

構想図（豊山小学校区）（素案

 
 
「
め、記述を追加した。 
 この変更により地域別
８４ページを、案８３ページ）の関係部分を変更した。

 
 


